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北の江の島拠点施設
（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業
様式集及び記載要領









令和７年２月２８日
北海道 江差町


提案書等記載要領
北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業（以下「本事業」という。）の提案書等の作成要領は、以下のとおりとする。

【一般的事項】
　　各提出書類を作成するにあたり、特に町からの指示がない限り以下の項目に留意すること。
　　
１　言語、通貨及び単位
各提案書類に用いる言語は、日本語とし、全て横書きとする。書体は、特に指示がない限り、明朝体・文字サイズ10.5ポイント以上とする。
また、通貨は、円、単位は計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。
　　
２　使用する用紙のサイズ等
図書のサイズは、表紙を含め、各規定様式を使用し、特に指定のない限り、日本工業規格「Ａ４版」縦置き横書き片面を基準とする。ただし、図面は「Ａ３版」を標準とする。
　　
３　電子データ
参加表明に必要な書類の電子データは、PDFファイル形式で、様式及び添付書類ごとに保存すること。
提案書の電子データを保存するアプリケーションソフトは、Microsoft Word（2016以下）あるいはMicrosoft Excel（2016以下）（いずれもWindows版）とする。なお、Microsoft Excel（2016以下）ファイルは計算式を残して提出すること。

４　その他提出書類に関する共通事項
（１）明確かつ具体的に記述すること。
（２）分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じて図、表、写真、スケッチ等を適宜利用すること。
（３）提出書類（様式及び添付書類）は、様式及び書類毎にまとめてインデックスをつけ、全体を1冊にファイルして提出すること。




様式集一覧
　　本事業への応募等に関する提出書類は、以下のとおりとする。
（１）募集要項等に関する書類
	番号
	様式名
	提出の有無

	1-1
	説明会参加申込書
	説明会への参加を希望する場合に提出すること。

	1-2
	募集要項等に関する質問書
	必要に応じて提出すること。



（２）参加表明に必要な書類　（提出部数　１部（提出物を保存した電子媒体１部））
	番号
	様式名
	記載上の留意事項

	2
	参加表明書
	所定の様式に必要事項を記入すること。 

	3
	グループ構成員及び役割分担表
	

	4
	特定建設工事共同企業体協定書（甲）
	

	5
	グループ協定書
	

	6
	委任状
	

	7
	参加資格確認申請書
	所定の様式に必要事項を記入すること。 
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。
特に注釈のないものは、すべての構成員に関する添付資料を提出すること。
【添付資料】
・会社概要（パンフレットでも可） 
・会社定款（最新のもの。写し可） 
・印鑑証明書 （発行後3ヶ月以内の原本に限る）
・使用印鑑届（※契約等に使用する印鑑が代表者印と異なる場合のみ提出する）
・最近1年間において市町村税を滞納していない者であることを証明する資料（納税証明書等）
・最近1年間において法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であることを証明する資料（納税証明書等）
・法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項証明書）
・会社法に定める計算書類一式及び附属明細書（3期分）

	8
	設計・工事監理等事業者調書
	所定の様式に必要事項を記入すること。 
実績は各々最低限の件数でよい。 
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。
【添付書類】
・一級建築士事務所の登録の写し
・実施設計及び工事監理の実績を示す書類（契約書の写し等）
・予定の設計者、工事監理者との雇用関係が確認できるもの（健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格等確認通知書等）の写し
・都市計画法第31条及び都市計画法施行規則第19条の規定に基づく資格を有することを証明する書類の写し

	9-1
	建設事業者調書
	所定の様式に必要事項を記入すること。 
実績は各々最低限の件数でよい。 
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。 
【添付書類】
・建設業許可を証する書類の写し
・施工実績を示す書類（契約書の写し等）


	9-2
	配置予定技術者調書
	所定の様式に必要事項を記入すること。
実績は各々最低限の件数で良い。 
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。 
【添付書類】
・法令による免許がある場合はその写し
・予定の監理技術者、主任技術者との雇用関係が確認できる書類

	10
	運営及び維持管理事業者調書
	所定の様式に必要事項を記入すること。 
実績は最低限の件数でよい。
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。 
【添付書類】 
・類似施設における運営・維持管理業務実績を証する書類の写し 

	11
	構成員変更届
	必要に応じて提出すること。

	12
	参加辞退届
	必要に応じて提出すること。



（３）守秘義務対象資料の貸与に必要な書類　
	様式
	様式名
	記載上の留意事項

	13
	守秘義務の遵守に関する誓約書
	所定の様式に必要事項を記入すること。 



（４）提案に必要な書類　（提出部数　１０部（提出物を保存した電子媒体１部））
	番号
	様式名
	記載上の留意事項

	14
	提案書提出届
	所定の様式に必要事項を記入すること。

	15
	委任状（代理人の場合）
	必要に応じて提出すること。

	16
	参考見積書
	所定の様式に必要事項を記入すること。
金額の記載は、算用数字を使用すること。

	17
	要求水準に関する誓約書
	所定の様式に必要事項を記入すること。

	■事業計画に関する提案書

	18-1
	事業計画に関する提案書
	所定の表紙をつけること
共通様式に以下の項目について記入すること。
【項目】※枚数制限：６枚以内
①事業コンセプト
②事業実施体制等
③収支計画
④リスク管理
⑤集客向上に向けた取組

	18-2
	事業収支計画（事業全体）
	指定の様式に必要事項を記入すること。(A3版）
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。
電子媒体には、計算式を残したエクセルシートを保存すること。

	18-3
	事業収支計画（公共部分）
	指定の様式に必要事項を記入すること。(A3版）
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。
電子媒体には、計算式を残したエクセルシートを保存すること。
【添付書類】
・事業収支計画の算定に係る根拠資料

	18-4
	事業収支計画（物販・飲食、自主運営事業等部分）

	指定の様式に必要事項を記入すること。(A3版）
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。
電子媒体には、計算式を残したエクセルシートを保存すること。
【添付書類】
・事業収支計画の算定に係る根拠資料

	
	
	

	18-5
	プロフィットシェアに関する提案書
	所定の様式に必要事項を記入すること。

	19
	施設整備費内訳書

	所定の様式に必要事項を記載すること。
以下に示す必要書類を添付の上、提出すること。
電子媒体には、計算式を残したエクセルシートを保存すること。
【添付書類】
・施設整備見積書の算定に係る根拠資料

	20
	事業スケジュール表
	指定の様式に必要事項を記入すること。

	■設計・建設に関する提案書

	21
	設計・建設に関する提案書
	所定の表紙をつけること。
共通様式に以下の項目について記入すること。
【項目】※枚数制限：７枚以内
①施設整備の基本的な考え方
②施設配置計画
③施設内計画
④環境への配慮
⑤外構計画
⑥地域性、景観への配慮
⑦施工計画

	■維持管理に関する提案書

	22
	維持管理に関する提案書
	所定の表紙をつけること。
共通様式に以下の項目について記入すること。
【項目】※枚数制限：４枚以内
①維持管理の基本的な考え方
②建築物、建築設備の保守・点検業務
③外構（駐車場、広場、温泉ポンプ室棟等）の維持管理業務

	■運営に関する提案書

	23
	運営に関する提案書
	所定の表紙をつけること。
共通様式に以下の項目について記入すること。
【項目】※枚数制限：３枚以内
①運営の基本的な考え方
②地域連携機能に係る施設の運営
③周辺施設との連携

	■地域振興に関する提案書

	24
	地域振興に関する提案書
	所定の表紙をつけること。
共通様式に以下の項目について記入すること。
【項目】※枚数制限：４枚以内
①情報提供の効率化［運営段階］
②町の活性化［運営段階］
③地元産業の活用
④地元産品の活用

	■自主運営事業に関する提案書

	25
	自主運営事業に関する提案書
	所定の表紙をつけること。
共通様式に以下の項目について記入すること。
【項目】※枚数制限：３枚以内
①自主運営事業に関する事業計画
②事業実施体制
③その他提案事項

	■提案価格に関する提案書

	26
	提案価格に関する事項
	所定の表紙をつけること。
指定の様式に必要事項を記入すること。



	■計画図面等に関する提案書

	27-1
	計画図面等に関する提案書
	所定の表紙をつけること。

	
	
	共通様式に以下の項目について記入すること。

	
	
	【項目】

	
	
	①仕上表

	
	
	②配置図（A3版　1枚以内）

	
	
	③平面図（A3版　各階1枚以内）

	
	
	④立面図（A3版　1枚以内）

	
	
	⑤断面図（A3版　1枚以内）

	
	
	⑥外構・緑地等計画図（A3版　1枚以内）

	
	
	⑦外観透視図（A3版　2面以上）

	
	
	※外観パースは、港湾道路から事業対象地を見たパースを1面、その他1面以上はPRしたいアングルで作成すること。

	
	
	⑧内観透視図（A3版　3面以上）

	
	
	※内観パースは、飲食・物販スペースを1面、子ども遊戯室を1面、その他1面以上はPRしたいアングルで作成すること。

	27-2
	計画図面等に関する提案書
	施設計画提案概要

	
	
	1　建築概要

	
	
	2　施設概算面積

	
	
	3　駐車場概算規模

	
	
	4　トイレ規模






（様式１－１）
令和　　年　　月　　日

説明会参加申込書

北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る募集要項等に関する説明会について、以下のとおり参加を申し込みます。

	事業者名
（会社名）
	

	参加者
（所属／氏名）
	

	参加者
（所属／氏名）
	

	参加者
（所属／氏名）
	


※上記の「参加者」欄については、適宜、記入欄を追加・削除して全ての参加者の情報を記入してください。

（連絡先）
	事業者名
（会社名）
	

	所在地
	

	部署名
	

	担当者名
	

	電話番号
	

	E-mail
	



（備考）
	説明会当日における現地視察
	　希望する　　・　　希望しない





















（１）募集要項等に関する質問書
（※提出期限：令和7年3月21日(金)迄）











（様式１－２）
令和　　年　　月　　日
募集要項等に関する質問書
　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る募集要項等について、以下のとおり質問書を提出します。

	事業者名
	



	質問する資料名
	



	№
	タイトル
	該当箇所
	質　　問

	
	
	頁
	第
	項
	号
	ア
	（ア）
	

	例
	○○○○
	２
	第１
	５
	（２）
	ウ
	（エ）
	○○○○○○○○○○。

	１
	
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	
	
	
	


（注１）質問する資料（募集要項、要求水準書、審査基準書）ごとに本様式を作成してください。
（注２）タイトルは、該当箇所のできるだけ細かい本文中のタイトルを記入してください。
（注３）行が不足する場合には、適宜増やしてください。
（注４）募集要項等の該当箇所の順番に並べてください。
（注５）質問書は、Word形式で提出してください。













（２）参加表明に関する提出書類
（※提出期限：令和7年4月11日(金)迄）





（様式２）
令和　　年　　月　　日

参加表明書


　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る募集要項等に基づき、本公募に参加することを表明します。

	代表事業者
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印

	構成員
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印

	構成員
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印

	構成員
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印


（注１）記載欄が不足する場合は、本様式に準じて作成・追加すること。
（注２）押印は、実印とすること。


（様式３）
令和　　年　　月　　日

グループ構成員及び役割分担表

代表事業者
	商号又は名称
所在地
	


	担当者　氏名
　　　　所属
　　　　電話
　　　　電子メール
	

	
	

	
	
	ＦＡＸ
	

	
	

	＜役割＞
※本事業における役割を簡潔に示してください。
	



構成員
	商号又は名称
所在地
	


	担当者　氏名
　　　　所属
　　　　電話
　　　　電子メール
	

	
	

	
	
	ＦＡＸ
	

	
	

	＜役割＞
※本事業における役割を簡潔に示してください。
	

	商号又は名称
所在地
	


	担当者　氏名
　　　　所属
　　　　電話
　　　　電子メール
	

	
	

	
	
	ＦＡＸ
	

	
	

	＜役割＞
※本事業における役割を簡潔に示してください。
	


（注）記載欄が不足する場合は、本様式に準じて作成・追加すること。


（様式４）
特定建設工事共同企業体協定書（甲）

（目的）
第１条　当共同企業体は、北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業（以下「本事業」という。）に係る建設工事（以下「工事」という。）を共同連帯して営むことを目的とする。

（名称）
第２条　当共同企業体は、　　　　　　　　　　　特定建設工事共同企業体（以下「当企業体」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　当企業体は、事務所を　　　　　　　　　　　　に置く。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、令和　　年　　月　　日に成立し、本事業を完了するまでは解散することができない。
２　当企業体が代表事業者となるグループ（以下「当グループ」という。）が本事業の実施事業者として選定されなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、他のグループが町との間で本事業に関する基本協定を締結した日に解散する。

（構成員の住所及び名称）
第５条　当企業体の構成員は、次のとおりとする。
	住所
商号又は名称
	



	住所
商号又は名称
	



	住所
商号又は名称
	





（代表者の名称）
第６条　当企業体は、　　　　　　　　　を代表者とする。


（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、その権限を行使することを名義上明らかにした上で、町、監督官庁等と折衝する権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

（構成員の出資の割合）
第８条　各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、本事業の請負工事代金の変更があっても、この比率は変えないものとする。
　　（構成員）　　　　　　　　　　　　　％
　　（構成員）　　　　　　　　　　　　　％
　　（構成員）　　　　　　　　　　　　　％
２　金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。

（運営委員会）
第９条　当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に当たるものとする。

（構成員の責任）
第１０条　各構成員は、工事の施工、下請契約その他の工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

（取引金融機関）
第１１条　当企業体の取引金融機関は、　　　　　　　とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。

（決算）
第１２条　当企業体は、工事完成のとき、当該工事について決算（残余財産の処分を含む。以下同じ。）をするものとする。
２　当該工事を実施するために要した経費を、構成員全員の同意により当該工事の決算に繰り入れることができる。

（損益の分担）
第１３条　前条第１項の規定による決算の結果利益又は欠損を生じた場合は、構成員は第８条の規定による出資の割合によって利益の配分を受け、又は欠損を負担するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）
第１４条　この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（工事途中における構成員の脱退に対する措置）
第１５条　構成員は、町及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
３　第１項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し、これを第８条の規定による割合に加えた割合とする。
４　脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
５　決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には、利益金の配当は行わない。

（構成員の除名）
第１５条の２　当企業体は、構成員のうちいずれかが、工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由を生じた場合においては、他の構成員全員及び町の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
２　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項から第５項までの規定を準用するものとする。

（工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置）
第１６条　構成員のうちいずれかが工事途中において破産し、又は解散した場合においては、第１５条第２項から第５項までの規定を準用するものとする。

（代表者の変更）
第１６条の２　代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び町の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。

（解散後の契約不適合責任）
第１７条　当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合部分があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。


（協定書に定めのない事項）
第１８条　この協定に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。




　　　　　　　　　　　　　　ほか　　社は、上記のとおり　　　　　　　　　　特定建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書正本　　通及び副本１通を作成し、各構成員が記名押印の上、正本については各構成員各自が所持し、副本については北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業参加表明のため江差町長に提出する。

　　令和　　年　　月　　日
	共同企業体の名称
	　　　　　　　　　　　　特定建設工事共同企業体

	代表者
	住所
商号又は名称
代表者氏名
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


	構成員
	住所
商号又は名称
代表者氏名
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


	構成員
	住所
商号又は名称
代表者氏名
	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印





（様式５）
グループ協定書
（目的）
第１条　当グループは、北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業（以下「本事業」という。）を共同連帯して実施することを目的とする。

（名称）
第２条　当グループは、　　　　　　　　　　　グループ（以下「当グループ」という。）と称する。

（事務所の所在地）
第３条　当グループは、事務所を　　　　　　　　に置く。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当グループは、　　　　年　　月　　日に成立し、本事業を完了するまでは解散することができない。
２　当グループが本事業の実施事業者として選定されなかったときは、当グループは、前項の規定にかかわらず、他のグループが町との間で本事業に関する基本協定（以下「基本協定」という。）を締結した日に解散するものとする。

（構成員の住所及び名称）
第５条　当グループの構成員は、次のとおりとする。
	設計等事業者
工事監理事業者
	

	建設事業者
	建設特定建設工事共同企業体

	維持管理事業者
	

	運営事業者
	



（代表事業者の名称）
第６条　当グループは、　　　　　　　　　　　　　　を代表事業者とする。

（代表事業者等の権限）
第７条　当グル－プの代表事業者又はその代表者は、本事業の実施に関し、当グループを代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、次に掲げる権限を有するものとする。
（１）参加表明書の提出
（２）辞退届の提出
（３）提案書の提出
（４）町との基本協定に基づく、協議、報告、通知その他の行為
（５）当グループに対して行われる金銭の授受
（６）当グループに属する財産の管理

（業務分担）
第８条　各構成員は、別表の業務分担により責任を持って業務を実施するとともに、相互に支援・協力をするものとする。
２　各構成員の費用の分担額は、各構成員が分担する業務に相当する額とする。

（運営委員会）
第９条　当グループは、全構成員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、次の事項について協議し、決定するものとする。
（１）当グループの組織及び運営に関すること。
（２）本事業の実施体制に関する事項
（３）資金の管理方法に関する事項
（４）その他当グループの運営に関する基本的かつ重要な事項な事項

（構成員の責任）
第１０条　各構成員は、基本協定の履行、下請契約その他の本事業の実施に伴い当グループ及び各構成員が負担する債務に履行に関し、連帯してその責めに任ずるものとする。
２　構成員は、その分担する業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により町又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを賠償するものとする。

（取引金融機関）
第１１条　当グループの取引金融機関は、　　　　　　　　　とし、当グループの名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）
第１２条　この協定に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

（事業の途中における構成員の脱退）
第１３条　構成員は、町及び構成員全員の承認がなければ、当グループが本事業を完了する日までは脱退することができない。
２　構成員のうち本事業の実施の途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を履行するものとする。

（構成員の除名）
第１４条　当グループは、構成員のうちいずれかが本事業の実施の途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な理由が生じた場合においては、構成員全員及び町の承認により当該構成員を除名することができる。
２　前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
３　第１項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第２項の規定を準用する。

（事業の途中における構成員の破産又は解散に対する措置）
第１５条　構成員のうちいずれかが本事業の実施の途中において破産し、又は解散した場合においては、第１３条第２項の規定を準用するものとする。

（代表事業者の変更）
第１６条　当グループは、代表事業者を変更することはできない。



（様式６）
令和　　年　　月　　日


		委　任　状

　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


	構成員
	商号又は名称
所在地
代表者名
	

	


	
	
	
	印

	構成員
	商号又は名称
所在地
代表者名
	

	


	
	
	
	印

	構成員
	商号又は名称
所在地
代表者名
	

	


	
	
	
	印



　私は、下記の事業者をグループの代表事業者とし、北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に関して、次の権限を委任します。

	受任者
	商号又は名称
所在地
代表者名
	

	


	
	
	
	印

	委任事項
	１　下記事業に関する参加表明書等の提出について
２　下記事業に関する提案書の提出について
３　下記事業に関する応募辞退について

	事業名
	北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業


（注）構成員の記入欄が不足する場合は、本様式に準じて作成及び追加すること。


（様式７）
令和　　年　　月　　日

参加資格確認申請書


　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業（以下「本事業」という。）に係る募集要項等に基づき、関係書類を添えて参加資格審査を申請します。
　なお、募集要項に定められた本事業への参加要件を満たしていること並びに提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約します。

	代表事業者

	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者名
	
	印

	担当者



	氏名
	

	
	所属
	

	
	電話番号
	
	FAX
	

	
	電子メール
	

	本事業における役割
（　設計　・　工事監理　・　建設　・　運営　・　維持管理）







（様式８）
設計・工事監理等事業者調書
	商号又は名称
	

	所在地
	

	建築士事務所登録番号
	１級建築士事務所


募集要項　第３の２に示す設計等事業者の参加資格要件について、実施設計の実績を記載すること。
	施設名
	

	所在地
	

	建物用途
	

	延べ床面積
	　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	構造・階数
	造　　地上　　　階（地下　　階）

	施設計実施期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

	施設概要
	

	業務内容
（複数企業で実施した場合、担当部分を記入）
	


予定の設計担当者を記載すること。
	予定の設計担当者
	

	資格の
状況
	資格の名称
	

	
	登録年月日
	昭和・平成・令和　　年　　月　　日

	
	登録番号
	第　　　　　　　　号



募集要項　第３の２に示す工事監理事業者の参加資格要件について、工事監理の実績を記載すること。
	施設名
	

	所在地
	

	建物用途
	

	延べ床面積
	　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	構造・階数
	造　　地上　　　階（地下　　階）

	工事監理実施期間
	　　年　　月　　日　～　　　年　　月　　日

	施設概要
	

	業務内容
（複数企業で実施した場合、担当部分を記入）
	


（次ページも記載すること）


　予定の工事監理担当者を記載すること。
	予定の工事監理担当者
	

	資格の
状況
	資格の名称
	

	
	登録年月日
	昭和・平成・令和　　年　　月　　日

	
	登録番号
	第　　　　　　　　号



※以下の資料を本様式の後に添付すること。
・一級建築士事務所登録を証明する書類
・実施設計及び工事監理の実績を示す書類（契約書の写し等）
・予定の設計者、工事監理担当者との雇用関係が確認できるもの（健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格等確認通知書等）の写し
・都市計画法第31条及び都市計画法施行規則第19条の規定に基づく資格を有することを証明する書類の写し



（様式９-１）
建設事業者調書
１　特定建設工事共同企業体に関して、記載すること。
	企業体の名称
	特定建設工事共同企業体


【代表者】
	商号又は名称
	

	所在地
	

	建設業許可番号
	（特定）


募集要項　第３の２に示す建設事業者の参加資格要件について、共同企業体代表者の施設実績のうち、代表的なものを１つ記載すること。
	施設名
	

	所在地
	

	建物用途
	

	延べ床面積
	　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

	構造・階数
	造　　地上　　　階（地下　　　階）

	工事期間
	　　年　　月　　日　～　　年　　月　　日



【構成員】
	商号又は名称
	

	所在地
	

	建設業許可番号
	（特定・一般）


【構成員】
	商号又は名称
	

	所在地
	

	建設業許可番号
	（特定・一般）


欄が不足する場合は、適宜追加すること。

※以下の資料を本様式の後に添付すること。
・建設業許可を証明する書類の写し
・共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率２０％以上のものに限る。
・施工建設実績を示す書類（契約書の写し等）



（様式９－２）
配置予定技術者調書

	企業体の名称
	特定建設工事共同企業体

	商号又は名称
	



	区分
	監理技術者
主任技術者
	氏名
	
	経験年数
	

	最終学歴
	卒業年月
	学校名
	専攻学科

	
	年　　月
	
	

	法令によ
る免許等
	取得年月
	免許等の名称
	登録番号等

	
	年　　月
	
	

	
	年　　月
	
	

	
	年　　月
	
	

	主要工事
	工事名
	

	
	発注機関名
	

	
	請負金額
	

	
	施工場所
	

	
	工期
	

	
	従事役職
	



※企業体の構成員ごとに作成すること。
※代表者は監理技術者を専任で配置できること。その他の構成員は監理技術者又は主任技術者を配置できること。
※「従事役職」欄には、主任技術者、監理技術者等と記載すること。
※以下の資料を本様式の後に添付すること。
・法令による免許のある場合は、写しを添付すること。
・雇用関係が確認できるもの（健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格等確認通知書等）の写しを添付すること。


（様式１０）
運営及び維持管理事業者調書
募集要項　第３の２に示す運営及び維持管理業者の参加資格要件について、代表的な実施実績を１つ記載すること。

	商号又は名称
	

	所在地
	



	事業者名
	

	運営・維持管理業務経験の内容
	道の駅や物販施設、飲食施設、その他商業施設の類似施設における運営・維持管理業務の実績を有する施設名
	

	
	上記運営・維持管理業務期間
	

	
	上記運営・維持管理業務の概要
	



※以下の資料を本様式の後に添付すること。
・道の駅や物販施設、飲食施設、その他商業施設の類似施設における運営・維持管理業務実績を証する書類の写し

（注１）主として運営及び維持管理業務に当たる事業者が複数の場合は、事業者ごとに記入すること。
（注２）上記（注１）の理由により、本様式の枚数が複数枚にわたる場合は、様式ナンバーに枝番を付加すること。
（注３）本様式の後に添付する資料は、事業者ごとに整理すること。


（様式１１）
令和　　年　　月　　日

構成員変更届

　江差町長　照　井　誉　之　介　　様

　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業（以下「本事業」という。）について、参加表明書及び参加資格確認申請書を提出しましたが、下記の理由により、別添のとおり構成員を変更させていただきたく、当該変更後の事業者に係る参加資格確認申請書及び関係書類を添え、構成員変更届を提出します。
　この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

	代表事業者
	商号又は名称
	
	

	
	所在地
	
	

	
	代表者名
	
	印



記

（変更する理由を記載すること）

	構成員
（変更前）
	商号又は名称
	

	
	所在地
	

	
	代表者名
	

	
	担当者　氏名
	

	
	　　　　所属
	

	
	　　　　電話
	
	ＦＡＸ
	

	
	　電子メール
	

	
	＜本事業における役割（設計・工事監理・建設・運営・維持管理）＞
　本事業における役割を選択し、その内容を簡潔に記載してください。なお、一つの業務を複数の事業者で分担する場合は、分担する業務の内容についても記載してください。

	
	

	構成員
（変更後）
	商号又は名称
	

	
	所在地
	

	
	代表者名
	

	
	担当者　氏名
	

	
	　　　　所属
	

	
	　　　　電話
	
	FAX
	

	
	　電子メール
	

	
	＜本事業における役割（設計工事監理・建設・運営・維持管理）＞

	
	


※変更する構成員が複数の場合は、本様式に準じて追加・作成してください。
※構成員を変更することにより、他の構成員の本事業における役割を変更する場合は、当該事業者に関しても、本様式に準じて作成してください。

（様式１２）
令和　　年　　月　　日

参加辞退届


　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業について、都合により本公募への参加を辞退します。

	代表事業者
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	


	

印

	構成員
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印

	構成員
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印

	構成員
	
	

	所在地
商号又は名称
代表者名
	

	

印


（注１）記載欄が不足する場合は、本様式に準じて作成・追加すること。
（注２）押印は、実印とすること。














（３）守秘義務対象資料の貸与に関する提出書類
（※提出期間：参加資格審査結果通知後～令和7年6月6日(金)迄）





（様式１３）
令和　　年　　月　　日

守秘義務の遵守に関する誓約書

　江差町長　照 井　誉 之 介　　様

　　当グループは、北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業（以下「本事業」という。）における応募参加に必要となる提案書を検討することを目的（以下「本目的」という。）として、本誓約書の提出を条件とする守秘義務対象資料の貸与を希望します。
守秘義務対象資料の貸与を受けるにあたっては、下記事項を遵守し、秘密を保持することを誓約します。

記

第１条（利用の目的）
１　当グループは、本目的のためにのみ、守秘義務対象資料の貸与を受けるものであり、本目的以外の目的のために利用しません。
２　当社は、本書記載の遵守事項と同等以上の守秘義務を負うことを当グループに対して誓約した場合に限り、本目的を達するため必要な範囲及び方法で、当社の関係会社（会社計算規則（平成18年法務省令第13号）第２条第３項第22号に規定する関係会社をいう。）、若しくは応募アドバイザー及び本誓約書と同水準の守秘義務遵守を誓約した当社と同一グループ内の応募参加者を構成する各企業（以下「第二次被開示者」と総称する。）に対し、守秘義務対象資料の全部又は一部を開示することができるものとします。この場合、当グループは、開示後速やかに開示を受けた第二次被開示者の名称等を町に通知します。また、第二次被開示者は当グループから開示を受けた情報を他の第三者に開示してはならないものとし、第二次被開示者が本書記載の遵守事項に違反したときは、当グループがその一切の責任を負うこととします。

第２条（秘密の保持）
当グループは、町から貸与を受けた守秘義務対象資料を秘密として保持するものとし、前条に定める場合又は町の事前の承諾を受けた場合のほか、第三者に対し開示しません。なお、当該町の承諾は、当グループ及び第二次被開示者ごとに個別に受けるものとします。

第３条（善管注意義務）
当グループは、町から貸与を受けた守秘義務対象資料を、善良な管理者としての注意をもって取り扱うことを約束します。

第４条（期間）
前項までに定める秘密の保持は、当グループが本公募に参加しない場合及び参加に応じ契約相手方とならなかった場合であっても、存続するものとします。

第５条（損害賠償義務）
本書に違反する当グループの行為により町に損害が生じた場合、当グループはその損害の一切を賠償します。

第６条（資料の破棄）
貸与を受けた資料は、本目的のために遂行する業務が終了した時点で複製分を含めに磁気ディスクその他媒体への記録を含む電子データ・印刷物その他一切の情報について破棄・消去します。

以　上


	代表事業者
	商号又は名称
	
	

	
	所在地
	
	

	
	代表者名
	
	印

















（４）提案書類
（※提出期限：令和7年6月6日(金)迄）





（様式１４）
[bookmark: _Hlk191063490]令和　　年　　月　　日

提案書提出届


　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業の提案書類を添付して提出します。
　なお、募集要項等に定められた参加資格要件を満たしていること、並びに提出書類の記載事項及び添付書類について事実と相違ないことを誓約します。



	代表事業者
	所在地
	
	

	
	商号又は名称
	
	

	
	代表者名
	
	印





（様式１５）
令和　　年　　月　　日

委任状（代理人の場合）


　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


	
	所在地
	

	代表事業者
	商号又は名称
	

	
	代表者名
	印




　　　私は、　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め、次の事項を委任いたします。

件名：北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業への提案書提出に関すること。


	受　任　者
	住　所
	
	

	
	氏　名
	
	印






（注1） 本様式は、代表事業者の代表取締役から支店長等への委任状である。



（様式１６）
令和　　年　　月　　日

参　考　見　積　書


１　事業の名称　：　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業

２　参考見積額　：　100分の10に相当する消費税及び地方消費税の額を含みます。

	千
	百
	十
	億
	千
	百
	十
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（うち消費税地方消費税の額　　　　　　　　　　　　　　円）

　北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備に係る事業募集要項、要求水準書、審査基準等の各条項を承諾の上、事業費（設計等、建設工事、運営及び維持管理に要する費用）を上記のとおり見積もります。
　　※運営及び維持管理に関する費用は、業務期間全体でかかる費用とする。

　　　　江差町長　照 井　誉 之 介　　様

	代表事業者
	所在地
	
	

	
	商号又は名称
	
	

	
	代表者名
	
	印

	＜代理人の場合＞
	
	

	
	氏名
	
	印



（注１）金額は、算用数字で表示し、頭書に￥の記号を付記すること。
（注２）代理人による場合は、代表事業者欄及び代理人欄に記載すること。


（様式１７）
令和　　年　　月　　日

要求水準に関する誓約書


　江差町長　照 井　誉 之 介　　様


　　　令和　年　月　日に公表されました北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る募集要項等に対して提出する本提案書類等は、要求水準書に規定された要求水準と同等又はそれ以上の水準であることを誓約します。


　　　
	代表事業者
	所在地
	
	

	
	商号又は名称
	
	

	
	代表者名
	
	印


























北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書（正本）


事業計画に関する提案書
設計・建設に関する提案書
維持管理に関する提案書
運営に関する提案書
地域振興に関する提案書
自主運営事業に関する提案書
提案価格に関する提案書
計画図面等提案書





○応募者又は応募グループ名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　











北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書（副本）

事業計画に関する提案書
設計・建設に関する提案書
維持管理に関する提案書
運営に関する提案書
地域振興に関する提案書
自主運営事業に関する提案書
提案価格に関する提案書
計画図面等提案書





北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













事業計画に関する提案書（表紙）




（様式１８－１）
事業計画に関する提案書
	１　事業コンセプト

	
	＜評価の視点＞
①事業の目的及び各業務の基本方針を十分に理解した提案となっている。
②事業目的を達成するため、事業者独自の視点を持ち、明確な考え方が示されている。
③町民や施設利用者にとって魅力的な施設となるような具体的な提案がなされている。
④その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。



（△／□ページ）
事業計画に関する提案書
	２　事業実施体制等

	
	＜評価の視点＞
①事業期間中、提案のあった事業を確実かつ円滑に実施できる体制が構築されている。
②事業実績が豊富で円滑な実施が期待できる。
③役割分担が適正で、着実な事業実施が期待できる。
④町との円滑なコミュニケーションが図られる体制となっている。
⑤開業に向けて、適切な準備期間が設定されている。
⑥その他、優れた提案が含まれている。


　※評価の視点に関しては、組織図（実施体制図）を作成し、各事業者の業務範囲を明確に記入してください。
※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。




（△／□ページ）

事業計画に関する提案書
	３　収支計画

	
	＜評価の視点＞
1 事業の安定性を確保するための方針が明確になっている。
2 持続可能な経営に向けたマーケティングの考え方（ターゲットを明確にした収支予測等）が立案されている。
3 実績に基づく収支計画が立案されている。
4 プロフィットシェア等に関し、町の財政負担が軽減される提案になっている。
5 その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。



（△／□ページ）

事業計画に関する提案書
	４　リスク管理

	
	＜評価の視点＞
①想定される事業リスクを明確に整理し、対応策及びリスク分担が考慮されている。
②事業継続が困難になった場合の措置やリスク回避に係る基本的な考え方が示されている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）

事業計画に関する提案書
	５　集客向上に向けた取組

	
	＜評価の視点＞
1 集客が期待できる魅力ある施設及び機能を備えた提案となっている。
（マーケティングの考え方（ターゲット、他道の駅との差別化のポイント等）が具体的に提案されている。）
2 年間を通じて安定的な集客や売上高の確保を図る提案となっている（効果的な広報、閑散期対策等）。
3 町の財政負担軽減に配慮した提案となっている。
4 その他、優れた提案が含まれている。


　※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。




（△／□ページ）


（様式１８－５）
プロフィットシェアに関する提案書


	当初の想定を超えた利益額の
	
	％　を町に納付する。






北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













設計・建設に関する提案書（表紙）




（様式２１）
設計・建設に関する提案書
	１　施設整備の基本的な考え方

	
	＜評価の視点＞
①本事業のコンセプトを踏まえた整備方針が明確に示されている。
②各施設について、想定されるターゲットやサービス内容等に応じた具体的な提案となっている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
設計・建設に関する提案書
	２　施設配置計画

	
	＜評価の視点＞
①休憩・情報発信機能、地域連携機能等について、適切な配置計画となっている。
②施設利用者や搬入動線等の利便性や安全性に配慮した配置計画となっている。
③その他、優れた提案が含まれている。


　※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
設計・建設に関する提案書
	３　施設内計画

	
	＜評価の視点＞
①施設内部について、施設利用者の利便性等や分かりやすさに配慮した計画となっている。
②職員等の業務効率性、セキュリティを考慮した計画となっている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
設計・建設に関する提案書
	４　環境への配慮

	
	＜評価の視点＞
①採光、通風、温熱環境等について、施設利用者の快適性を高める計画となっている。
②ライフサイクルコストの低減、省資源及び省エネルギーなど環境に配慮した建築材料や設備機器が具体的に提案されている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
設計・建設に関する提案書
	５　外構計画

	
	＜評価の視点＞
①開陽丸記念館や江差港マリーナ等周辺施設と連携した緑地空間や広場空間が確保できている。
②歩者分離を考慮した充分な駐車スペースが確保できている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
設計・建設に関する提案書
	６　地域性、景観への配慮

	
	＜評価の視点＞
①外装及び内装について、地域性及びいにしえ街道等の周辺の歴史的景観に配慮したデザインとなっている。
②近接する一般国道228号からの視認性等、集客向上に資する提案となっている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
設計・建設に関する提案書
	７　施工計画

	
	＜評価の視点＞
①安全かつ確実な工程及び施工計画への配慮がなされている。
②工事期間中の騒音・振動等周辺環境への配慮や付近の通行者の安全確保等について具体的な方法が提案されている。
③品質の確保について具体的な方法が提案されている。
④その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













維持管理に関する提案書（表紙）




（様式２２）
維持管理に関する提案書
	１　維持管理の基本的な考え方

	
	＜評価の視点＞
①本施設における維持管理業務の内容が十分に理解され、合理的かつ効率的な業務管理の考え方が示されている。
②維持管理業務の実施体制や連絡体制、バックアップ体制等が具体的に提案されている。
③ライフサイクルコストの低減を図る方策が提案されている。
④その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）


維持管理に関する提案書
	２　建築物、建築設備の保守・点検業務

	
	＜評価の視点＞
①建築物や建築設備の長寿命化を図るための事業期間における適切な保守・点検業務が提案されている。
②具体的な実施スケジュールが提案されている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
維持管理に関する提案書
	３　外構（駐車場、広場等）の維持管理業務

	
	＜評価の視点＞
①外構（駐車場、広場等）の長寿命化を図るための事業期間における適切な維持管理業務が提案されている。
②具体的な実施スケジュールが提案されている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













運営に関する提案書（表紙）




（様式２３）
運営に関する提案書
	１　運営の基本的な考え方

	
	＜評価の視点＞
①施設利用者へ高品質で利便性の高いサービス提供のための創意工夫がなされている。
②地域の特性を生かした魅力的な運営内容が提案されている。
③集客向上に資する運営内容が提案されている。
④運営業務の実施体制や連絡体制、バックアップ体制等が具体的に提案されている。
⑤その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
運営に関する提案書
	２　地域連携機能に係る施設の運営

	
	＜評価の視点＞
①物販・飲食スぺース等について、安定的な集客及び売上高の確保を期待できる具体的な提案となっている。
②年間、時間帯を通じて安定的な販売が可能な提案となっている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）


運営に関する提案書
	３　その他

	
	＜評価の視点＞
隣接する開陽丸記念館及び江差港マリーナについて、一体的に管理運営する提案となっている。
	＜評価の視点＞
①


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）


北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













地域振興に関する提案書（表紙）




（様式２４）
地域振興に関する提案書
	１　情報提供の効率化（運営段階）

	
	＜評価の視点＞
①交通情報や地域・観光情報の効果的な発信・提供に向けた具体的な提案となっている。
②町の魅力を発信する具体的な提案となっている。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）

地域振興に関する提案書
	２　町の活性化（運営段階）

	
	＜評価の視点＞
①町の活性化に配慮した提案となっている。
②町における各種団体(商工団体、農業団体、漁業団体等)との連携について具体的な提案が示されている。
③既存市街地へ人の流れを促進する提案となっている。
④その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
地域振興に関する提案書
	３　地元産品の活用、地元雇用等

	
	＜評価の視点＞
①地元産品の活用等、具体的な提案となっている。
②地元企業の活用や地元雇用に関する具体的な提案がある。
③その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。


（△／□ページ）
北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













自主運営事業に関する提案書（表紙）




（様式２５）
自主運営事業に関する提案書
	【提案内容により項目名を記載して下さい。】

	
	＜評価の視点＞
[bookmark: _GoBack]本事業の目的を踏まえた魅力的な提案となっている。
②自主事業の内容が明確で、事業実施の確実性が高い提案となっている。
③自主事業の実施体制、連絡体制、バックアップ体制等が具体的に提案されている。
④その他、優れた提案が含まれている。


※提案書作成の際は、上記「評価の視点」を削除して記入して下さい。




（△／□ページ）
北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類













提案価格に関する提案書（表紙）




（様式２６）
提案価格に関する提案書
	　
　
	設計等に関する業務
	円

	建設工事に関する業務
	円

	工事監理に関する業務
	円

	運営及び維持管理に関する業務
	円

	合計
	円


※100分の10に相当する消費税及び地方消費税の額を含みます。
（例）イニシャルコスト、ランニングコスト抑制についての提案等


北の江の島拠点施設（仮称）道の駅「かもめ島」整備事業に係る提案書類














計画図面等に関する提案書（表紙）




（様式２７－１）
計画図面等に関する提案書
（図面リスト）
	
	仕上表
	

	
	配置図
	Ａ３版　１枚以内

	
	平面図
	Ａ３版　各階１枚以内

	
	立面図
	Ａ３版　１枚以内

	
	断面図
	Ａ３版　１枚以内

	
	外構・緑地等計画図
	Ａ３版　１枚以内

	
	外観透視図
	Ａ３版　２面以上

	
	
	※外観パースは、港湾道路から事業対象地を見たパースを1面、その他1面以上はPRしたいアングルで作成すること。

	
	内観透視図
	Ａ３版　３面以上

	
	
	※内観パースは、飲食・物販スペースを1面、子ども遊戯室を1面、その他1面以上はPRしたいアングルで作成すること。






